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【エクゼクティブサマリ（中間）】 
 

緒言および検討の方向性 

地球温暖化を制御するには、CO2の累積排出量を制限する必要がある。CO2正味ゼロ排出を達

成し、他の温室効果ガスも大幅に削減する必要がある。森林のもつ災害防止、生物多様性、

食料確保、疾病の抑制にくわえ CO2の吸収・蓄積能力が重要である。 

森林における二酸化炭素の吸収促進と都市における炭素固定の長期化という観点から対策を

検討した。すなわち森林での伐採が進めば新たな植林も可能となり、さらなる二酸化炭素の

固定につながる。 

 

木材の耐久財としての多面的活用：バイオマス・プラスチック 

木材から得られる木質バイオマスを原料とするプラスチックの開発が進められている。木材を原

料とするもので、長期の炭素固定に寄与すると考えられる。木材を精製しセルロースやヘミセル

ロースを高分子として活用するほか、低分子に還元して高機能のプラスチックを製造する技術開

発が必要。 

 

早生樹や高機能樹の育種と活用による、森林サイクルの短期化と二酸化炭素吸収の効率化 

日本の人工林は 50年ないし 70年と言われている。社会・経済情勢の変化により、経営が困難と

なっていて二酸化炭素の吸収率が落ちている。早生樹による森林サイクルの短期化と二酸化炭素

を高効率で吸収する樹木の育種を図るべきである。 

 

森林や木材の二酸化炭素経済への適応 

森林や木材のもつ二酸化炭素吸収・固定化能力の経済的価値に注目が寄せられている。欧州を中

心に炭素税や国境取引調整金など、二酸化炭素の排出に厳しい賦課が検討されている。環境問題

に取り組む企業や事業に対する投資は巨額に達している。森林のもつ二酸化炭素吸収能を合理的

に炭素経済に組み込むべきである。 

 

森林の二酸化炭素吸収量の正確な把握 

森林の二酸化炭素吸収量は、対象森林地域から樹木をサンプリングして推定している。今後、よ

り簡易な方法で高い精度の吸収量が求められると考えられている。高精度レーザーや AIを用いた

樹種の判定など、ビッグデータ化の推進が期待される。 

 

今後の検討課題 

＊クレジット取得の増大促進につながる諸課題 

 森林経営における DX 化 

 固定二酸化炭素（耐久木材、木質バイオマスプラスチック）のトラッキング： 

マイクロチップ、IoT、マッピング、ライフサイクルアセスメント（LCA） 
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 二酸化炭素債権の信頼性保証：小口化、ブロックチェーン、見える化、永続性 

 二酸化炭素債権の流通市場：製品への価値付与、電子市場、 

現金・ポイント・仮想通貨との交換 

 最終処分時の減価対応：熱・エネルギーの販売 

＊インフラストラクチャー構築と運用にかかるコストと CO2負荷 

＊林業経営の健全化(高収益化)とクレジット取得の両立 

＊システムの構築、運用への SDGs関連資金の導入とリターン 

＊企業や政府、自治体の巻き込みなど 

 

提言の方向性 

＊高規格木質バイオマス・プラスチックの大量製造を可能とする、木質原材料のロジスティクス

と化学製造過程の検討 

＊二酸化炭素経済における森林・木材の二酸化炭素吸収・固定化能力のグローバルな債権化と森

林への還流を可能とする、技術的インフラストラクチャー構築の検討 

＊スギ・ヒノキ一辺倒だったこれまでの林業のありかたとは一線を画する新しい技術（早生樹種、

バイオテクノロジー、自動化、IT/AI・遠隔管理など）を導入した新林業体系の検討 
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【本 文】 
 

緒言 
本年８月、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は第６次評価報告書（第１作業部会報告書（自
然科学的根拠））を発表した。報告書は「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたこ
とには疑う余地がない」とし、「自然科学的見地から、人為的な地球温暖化を特定のレベルに制限
するには、CO2 の累積排出量を制限し、少なくとも CO2 正味ゼロ排出を達成し、他の温室効果
ガスも大幅に削減する必要がある。」と断じた。（図１） 
 

 
 
自然界における二酸化炭素の主な吸収源は海洋と森林であることが知られている。しかし森林は
世界の陸地の４分の１を占めるに過ぎない。古代文明の栄えた中国、メソポタミア、地中海沿岸
などは、過度な樹木の伐採により砂漠や岩山となってしまった。現在は熱帯雨林のプランテーシ
ョン化や放牧地などへの土地利用変化、パルプやバイオマス燃料用を含む違法伐採により、グロ
ーバルに森林の荒廃が進んでいる。すなわち、動物の生活や自然災害（火山、山火事など）で排
出された CO2 を、海洋の藻類や海草、森林が吸収し、長期的な均衡を保つべきであるところ、人
類が過去に排出してなお排出しつつある CO2が多すぎて昨今の課題に至っている。 
 
日本は国土の７割が森林の森林国である。森林面積は２５００万ヘクタールであるが、国民一人
あたりは０．２ヘクタールで世界平均（０．６ヘクタール）より大幅に少ない。そのうち人工林
は森林総面積の４割にあたる約１０００万ヘクタールである。人工林の多くは戦後の植林活動に
よる針葉樹（スギ、ヒノキなど）が主体であるが、近年の木材価格の下落により伐採が滞り、高
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樹齢化が進んでいる。また林業従事者が減少し、森林の間伐や下刈などの手当てが十分にできず、
荒廃しつつある。 
森林は、木材の供給源のほか、キノコや野草などの食料、酸素の供給や大気の浄化、治水や防災
などの国土のレジリエンス、生態の多様性など自然の保持、また人々に安らぎの場を提供するな
ど、多面的な効用を維持するためにも、しっかりと守っていく必要がある。 
 
一方、二酸化炭素の排出に課金する世界的な流れがある。いわゆる炭素税や国境調整金など、二
酸化炭素の排出源に対して、排出量に応じた負担を求めるものである。日本では地球温暖化対策
税や化石燃料・原料の使用にかかる諸税がある。これに呼応して、二酸化炭素の吸収・固定に対
して、価値を付与する仕組みが取り入れられている。日本の森林については、植林などの二酸化
炭素吸収量増大分について価値を付与する J-クレジット制度が運用されている。すなわち、二酸
化炭素の排出は負の価値を、二酸化炭素の吸収・固定は正の価値を持ち、二酸化炭素吸収・固定
能は資産と考えることができる。 
 
我々はこうした仕組みが将来なんらかの形でグローバルに展開するものと予測し、将来的に必要
となる技術的インフラを整えることが、日本の産業力の強化と地球温暖化防止に寄与するものと
考え、本研究会で検討を進めることとした。 
なお、森林のもつ災害防止、生物多様性、食料確保、疾病や健康被害の抑制、観光などの特性は
重要であり、これらの特性に悪影響を与えない対応が必要であることを前提とした。 
本中間報告書では、最終的な提言にむけた本研究会活動の現況と今後の方向性について報告する。 
 
活動状況について 
本研究会立ち上げ時の当初の活動方針について、資料１に添付した。 
研究会は以下のとおり開催し、テーマごとに有識者の発表に続いて、メンバー間で総合的に討論
した。（いずれも２０２１年） 
第一回 ６月２９日 研究会の方針説明と各自自己紹介 
第二回 ７月１２日 J-クレジットについて 馬場崇氏（かたばみ興業）、加藤史浩氏（Ｊ－クレ
ジット制度事務局） 
第三回 ７月３０日 バイオマス・プラスチックについて 宮藤久士教授（京都府立大）、光田展
隆氏（AIST_産業技術総合研究所）、田中修吉氏 （日本電気株式会社） 
第四回 ８月２６日 リモートセンシング技術について 高岸且氏（株式会社パスコ） 
第五回 ９月１４日 ライフサイクルアセスメントとブロックチェーンについて 加用千裕准教
授（東京農工大）、深田彰氏（日本電気） 
 
検討の概要 
森林（人工林）は植林、下刈、間伐、伐採のサイクルにより、高効率で二酸化炭素を吸収し、樹
林として固定することが知られているが、近年では主に国内林業の低生産性に起因する輸入材に
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対する国産材の価格競争力の低下とそれに伴う林業の衰退により、樹木の伐採と木材の搬出が滞
っていると考えられる。（図２） 
 

 
 
木材を大量に使用する CLT などの木質新材料の開発も進んできてはいるものの、いまだ森林を取
り巻く状況は厳しい状態にある。森林から伐採された木材は、利用用途に応じてその形状は変化
するものの、燃やさない限り利用されている場所（主に人口密集している都市部）において二酸
化炭素を固定し続けていることに変わりはない。一方で、森林が二酸化炭素を固定していること
は国際的にも共通の認識であり、固定化された二酸化炭素に金銭的な価値を付加する制度が導入
されている場合もある。木材の材料としての商業的な価値だけではなく、森林から伐採、搬出さ
れた後も固定化さている二酸化炭素についても新たな市場を構築し、もって森林の状況を改善で
きるのではないかと考えた。森林での伐採が進めば新たな植林も可能となり、さらなる二酸化炭
素の固定につながるとも考えられる。 
そこで、森林における二酸化炭素の吸収促進と都市における炭素固定の長期化という観点から、
対策を検討した。（図３、４） 
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木材の耐久財としての多面的活用：バイオマス・プラスチック 
木材は、古来建築や建造物に使われてきたが、強度や耐火性などの観点から小規模の物件に用途
が限られていた。近年、CLT(Cross Laminated Timber, 直交集成板)や石膏ボード合板などの技
術開発が進み、高層・大規模建築にも木材が使われるようになっている。 
一方、木材から得られる木質バイオマスを原料とするプラスチックの開発が進められている。一
般に「バイオプラスチック」は、環境中で分解して環境負荷を減らす「生分解性プラスチック」
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と、生物由来原料から製造される「バイオマス・プラスチック」に分類される。バイオマス・プ
ラスチックの中でも、木材を原料とするものを「木質バイオマス・プラスチック」と呼ぶ。 
プラスチックの多くは化石原料から製造され、最終的に焼却処分されると、二酸化炭素を発生す
る。一方、バイオマス・プラスチックは大気中の二酸化炭素を吸収した原料により製造されるの
で、焼却して発生する二酸化炭素は吸収量と同量であり、カーボンニュートラルである。 
プラスチックのうちでも、耐久消費財や工業製品に使用されるエンジニアリング・プラスチック
は長期間にわたり使用されるため、木質バイオマス・プラスチックに置き換えることにより、長
期の炭素固定に寄与すると考えられる。 
木材の構成要素をプラスチック原料となる低分子化合物に分解し、より高度な機能を持つバイオ
マス・プラスチックを製造するプロセスや、木材を精製しセルロースやヘミセルロースを高分子
として活用する多糖類型バイオマス・プラスチックの製造プロセスを構築すべきであると考えた。 
さらにプラスチック（種類を問わず）に木粉や木材チップを混合した木質混合プラスチック（WPC: 
Wood Plastic Composite）の活用も促進すべきと思われる。 
また木質バイオマス・プラスチックの市場拡大における課題（従来プラスチックとのコスト差）、
およびその対策（高付加価値化、CO2 削減クレジットの付与）の検討も必要である。（図５、６） 
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早生樹や高機能樹の育種と活用による、森林サイクルの短期化と二酸化炭素吸収の効率化 
戦後の日本の人工林は大部分をスギ、ヒノキが占め、その森林サイクルは５０年ないし７０年と
言われている。植林から収穫となる伐採までの期間が長く、その間の社会・経済情勢の変化によ
り、経営が困難となっていて、その結果として高樹齢化が進み、二酸化炭素の吸収率が落ちてい
る。 
この対策として、造林・育林の低コスト化による林業経営体の収益向上や荒廃農地の林業として
の活用などの観点から期待される、センダン、ユーカリ、コウヨウザンのような早生樹による森
林サイクルの短期化（目的にもよるがバイオ燃料やプラスチック向けなら 5~10 年）と二酸化炭
素を高効率で吸収する樹木の育種（例：交配、変異原育種あるいはゲノム編集、遺伝子組換えな
どの技術を駆使し、成長が早い、もしくは成長速度は変わらずとも、高密度、高強度の木材を形
成するスーパー樹木など）を図るべきである。なおこの場合においても、生態系に悪影響を及ぼ
さないことが原則である。（図７） 
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森林や木材の二酸化炭素経済への適応 
脱炭素社会に向けた検討が進むにつれ、森林や木材のもつ二酸化炭素吸収・固定化能力の経済的
価値に注目が寄せられている。すでに国内の間伐等の森林経営活動による増分に対して J-クレジ
ット制度が運用されているものの、取引が相対で市場が形成されていないこと、J-クレジットの
付与が赤字の事業に限定されていることなどから、まだ取扱量が小規模であり、制度の改善が検
討されている。（図８） 
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グローバルに目を転じると、欧州を中心に炭素税や国境取引調整金など、二酸化炭素の排出に厳
しい賦課が検討されており、産業界はこれを除却（オフセット）する手段を求めている。また、
環境問題に取り組む企業や事業に対する投資（ESGs 投資、グリーンボンドなど）は、すでに巨額
に達しており、これらの資金を中心として巨大で国際的な「二酸化炭素経済」が生まれるのは確
実な情勢である。 
今後どのような経済的な仕組みが成立し運用されるかは予断を許さないが、二酸化炭素吸収・固
定化能力が流通、取引されるためには、債権（または通貨）としての機能を持たなければならな
い。 
 
森林の二酸化炭素吸収量の正確な把握 
森林の二酸化炭素吸収量は、対象森林地域から樹木をサンプリングして、樹種や樹齢に基づいた
係数を用いて、推定している。今後、より簡易な方法で高い精度の吸収量が求められると考えら
れ、地球観測衛星、航空機、ドローンなどの活用と、高精度レーザーやＡＩを用いた樹種の判定
（リモートセンシング）、高精度マッピングによる樹木の個別管理など、リモートセンシングや森
林データのビッグデータ化の推進が期待される。これらの情報は、二酸化炭素吸収量だけでなく、
林業施業に有効な各種情報提供（下刈りや間伐、伐採の時期の決定、木材の搬出路の設計）や治
水・防災など、幅広い森林価値の向上に寄与するものである。（図９） 
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今後の検討課題 
＊クレジット取得の増大促進につながる諸課題 
 ・森林経営における DX化 

・固定二酸化炭素（耐久木材、木質バイオマスプラスチック）のトラッキング： 
マイクロチップ、IoT、マッピング、ライフサイクルアセスメント（LCA） 

・二酸化炭素債権の信頼性保証：小口化、ブロックチェーン、見える化、永続性 
・二酸化炭素債権の流通市場：製品への価値付与、電子市場、 

現金・ポイント・仮想通貨との交換 
・最終処分時の減価対応：熱・エネルギーの販売 
・インフラストラクチャー構築と運用にかかるコストと CO2負荷 
・林業経営の健全化(高収益化)とクレジット取得の両立 

＊システムの構築、運用への SDGs 関連資金の導入とリターン 
＊企業や政府、自治体の巻き込み 
 
提言の方向性 
＊高規格木質バイオマス・プラスチックの大量製造を可能とする、木質原材料のロジスティクス
と化学製造過程の検討 
＊二酸化炭素経済における森林・木材の二酸化炭素吸収・固定化能力のグローバルな債権化と森
林への還流を可能とする、技術的インフラストラクチャー構築の検討 
＊スギ・ヒノキ一辺倒だったこれまでの林業のありかたとは一線を画する新しい技術（早生樹種、
バイオテクノロジー、自動化、IT/AI・遠隔管理など）を導入した新林業体系の検討 
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参考資料 
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第 6 次評価報告書 第 1 作業部会報告書（自然科学的
根拠）https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/ 
木材・石炭・シェールガス 文明史が語るエネルギーの未来 石井彰著 PHP 新書 2014 
図解 知識ゼロからの林業入門 第 3版 関岡東生著 家の光協会 2018 
絶望の林業 田中淳夫著 新泉社 2019 
森林で日本は蘇る 林業の瓦解を食い止めよ 白井裕子著 新潮新書 2021 
 
資料１ 
産業競争力懇談会（ＣＯＣＮ） 
２０２１年度推進テーマ活動企画書 
 
１．推進テーマのタイトル 
緑のエコシステム研究会 
 
２．提案の産業競争力強化上の効果 
１９９７年の京都議定書、２０１５年のパリ協定など、温暖化ガス削減は世界の重要課題であっ
た。近年、異常気象とそれによる自然災害の激増により、各国政府・企業は２０３０年から２０
５０年を目標年度とする温暖化対策を矢継ぎ早に打ち出し、すみやかに実行に移している。大手
企業が原材料の調達先を温暖化対策企業に限定、消費者の環境意識の向上、さらに金融において
も対応状況に応じた投融資の実施など、温暖化ガス対応は今や企業の重要経営課題で言っても過
言ではない。 
様々な温暖化ガス対策の中で、森林は主要な二酸化炭素吸収源であり、産出される木材は建材や
新素材などとして長期にわたり二酸化炭素を固定化し、最終的に木質バイオマスとして、カーボ
ンニュートラルに熱・電気エネルギーを生み出す。また木々の緑は、人々にいこいと安らぎをも
たらす。この樹木を中心とした二酸化炭素の吸収、固定、エネルギー産生、環境対応を「緑のエ
コシステム」として、各社および関係団体の活動を参考にしながら、企業の技術面、財政面での
関与を検討し、温暖化対策と企業活動に貢献していきたい。 
 
３．実現すべき目標とベンチマーク 
昨年度の「林業再生・木質バイオマス研究会」の検討結果をもとに、おもに育種、苗木の生産か
ら伐採にいたる森林サイクルの構築と都市の木質化、新素材開発などCO₂固定能力の向上にむけ
た方策（技術面、財政面）を検討し、プロジェクト化を目指す。 
 
４．検討内容と構築すべきエコシステムの要素 
森林資源の効率的な木質バイオマス化によるエネルギーとしての活用と、炭素固定能力の向上に
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むけ、主に下記の点について技術面および財政面から企業のかかわりについて検討する。 
① 「エネルギーの森」を実現する育種、苗木の生産から伐採にいたる森林サイクルの構築 
② 輸入木質バイオマス原料の国産化にむけた木材燃料化の合理化、規格化 
③ 都市の木質化と木材加工（製材、CLT*化）技術の推進、新素材の開発 
CLT：Cross Laminated Timber、直交集成材 
 
５．想定される課題、解決案、官民の分担 
官民の有識者からのヒアリングや研究会メンバー間での情報交換、検討などから、取組みの現状
を把握、確認しながら産業界視点で論点を整理し、課題の洗い出しと解決案の検討を行う。 
 
６．目標実現までのロードマップ 
 ほぼ月次にネット上で開催する研究会において、メンバー間で課題について検討、協議する。 
７．プロジェクトの出口、その後の推進主体案 
検討の結果、あるいはその過程において、産業界として自発的に取り組むべきテーマが見出され
れば、次年度以降のＣＯＣＮ推進テーマプロジェクトとしての取組みを検討する。 
 
８．プロジェクトの推進体制と想定する主なメンバー（敬称略） 
 リーダー：京都府立大学 教授 宮藤 久士 
 メンバー：昨年度研究会メンバーを中心に新規メンバーを加えて構成予定 
事務局： 
株式会社小松製作所 髙村 藤寿（担当実行委員） 
鹿島建設株式会社  森山 善範（担当実行委員） 
第一三共株式会社  久保 祐一（担当実行委員） 
日本電気株式会社 武田 安司（企画小委員） 
第一三共株式会社 三浦 慎一 
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